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精神障がい者割引制度の割引対象拡⼤について

2024年4⽉11⽇

当社は、２０２３年１０⽉１⽇より精神障害者保健福祉⼿帳(１級)をお持ちのお客さまとその介護者の⽅が普通乗⾞券（きっぷ）で当社
線同⼀区間をご利⽤される場合を対象とした精神障がい者割引制度（以下、本制度）を導⼊しておりますが、２０２５年４⽉１⽇（⽕）
より、本制度の割引対象を拡⼤します。

１．割引対象拡⼤⽇
２０２５年４⽉１⽇（⽕）より

２．割引対象路線
当社線全線

３．割引対象
各⾃治体で発⾏する「精神障害者保健福祉⼿帳（旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第１種または第２種の記載のあるもの※）」をお持
ちのご本⼈とその介護者が当社線同⼀区間をご利⽤になる場合
※今後、各⾃治体で「精神障害者保健福祉⼿帳」に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄を設け、第１種または第２種の別が表記される予定
です。

４．割引対象券種

※⾚字は２０２５年４⽉１⽇（⽕）より、本制度の割引対象に拡⼤される券種です。（第２種精神障害者のお客さまが、介護者の⽅と当
社線同⼀区間をご利⽤になる場合の普通乗⾞券（きっぷ）とＩＣカード乗⾞券、回数乗⾞券は割引対象外です。）
※２０２５年４⽉１⽇（⽕）より、ＩＣカード乗⾞券（ＰＡＳＭＯなど）も割引対象となります。（第２種精神障害者のお客さまは障が
い者⽤ＩＣカードのサービス対象外です。）

詳細は、関東ＩＣカード相互利⽤協議会より本⽇発表されているリリースをご確認ください。

５．販売⽅法
ご購⼊の際は窓⼝にて駅係員が対応します。（駅係員が「精神障害者保健福祉⼿帳」を確認させていただきます。）

精神障がい者のお客さまにも障がい者⽤ＩＣカードをご利⽤いただけるようになります(関東ＩＣカード相互利⽤協議会)
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７．その他
・介護者とともにご利⽤いただく場合は、購⼊する乗⾞券の種類・乗⾞区間・有効期間が同⼀で、同時にお買い求めいただき、同⼀の列
⾞に乗⾞する場合に限り有効です。
・列⾞をご利⽤の際などにも必ず⼿帳をお持ちいただき、駅係員から提⽰を求められた場合はご提⽰ください。
・⼿帳については、紙・カードのほか、マイナポータルとの連携を完了した「ミライロＩＤ」のご提⽰による確認も可能です。

詳細はこちらをご確認ください。  (169.76 KB)
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